
             

草刈り隊発足の理由

春日井市内にある公園の清掃管理は、市との委託契約によって、多くの場合、区、町内会に任さ
れています。これは、市内にある約 500 カ所の公園全てを市が管理するには無理があり、また私た
ちが使う公園を私たちで清掃することで、コミュニティの醸成につながるという考え方もあるから
です。

松河戸区では、年２回(春、秋)区民全員で公園の清掃をしていますが、毎月の草刈り等の業務は、
松河戸区を含めどこの区も主として区会役員が行っているのが実情で、役員に負担が重くのしかか
っています。

松河戸区は、令和元年５月１日「草刈り隊」を発足させ、有償ボランティアとして区民に広く募
集をかけることとしました。

発足時の隊員は５人(区会役人４人、区民１人)ですが、隊で清掃管理を運営し、広く区民の方が
参加していただくことは、区の事業を知る、区に関心を持つ、区民の親睦を図ることとなり、区(町
内会)の活性化に繋がると信じています。

令和元年５月１日 松河戸区長

別添下記 〇「草刈り隊発足＆隊員募集」のチラシ
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                松河戸区
草刈り隊発足＆隊員募集

     有償ボランティア
(1 時間 １，0００円)

◎ 令和元年５月１日に松河戸区草刈り隊が発足しました。

市から清掃管理を委託されている段下公園、城田公園、安賀公園の草刈りを主な業務とします。
なお、区内にお住いの個人管理の土地で草刈りにお困りの方も、一人１時間千円で請け負い

ます。

◎ 草刈り隊員を募集しています。
公園草刈り月(小雨決行) ５月、 ６月、 ７月、 ８月、 ９月、(毎月最終土曜日予定)

1 作業内容
① 草刈り機により草を刈る。(草刈り機は区で用意します。)
② 刈った草を袋に詰め、公園(草刈り場所)の端に集める。

2 場所
段下公園、城田公園、安賀公園 (その他の依頼場所)

3 作業時間
公園草刈りの場合 午前中４時間程度 (午前８時から１２時)

4 報酬                           公園を街をきれいにし、

１時間 １，0００円                                           子どもたちに安心して遊んでもらうぞ!

5 申込方法
適当な紙に「草刈り隊応募」と書いて、①お名前、②住所、③電話番号、④参加できる日、を記入
して松河戸公民館のポストにお入れください。

6 その他
・都合の良い日だけで結構です。
・都合により今回は参加できない場合、草刈り隊への登録だけでも結構です。
・草刈り機については使用できる人のみ行ってもらいます。
・各自で用意するものとしては、軍手、帽子、作業着(作業できる服装)を用意していただきます。

【参考】
松河戸区には、６つの公園があります。
段下公園、城田公園、安賀公園、堤越公園については、市との委託契約により松河戸区

が清掃管理をしていますが、堤越公園については長寿会に再委託でお願いしています。
道風公園、河戸公園については、市が清掃管理を行っています。
なお、段下公園、城田公園、安賀公園と小野社については、春と秋に区民全員による公

園清掃を予定しています。
問合せ、草刈りの依頼は 松河戸区長へ




